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改正食品衛生法（ポジティブリスト制度）への対応について

食品が接触する合成樹脂を対象とした改正食品衛生法におけるポジティブリスト制度
（以下、PL制度と略）が、2025 年 6月 1日より正式運用されます。

弊社製品は、PL 制度に不適合となりますが、主用途である水道水
を使用する配管などには継続して問題無く使用して頂けます。

適合判断早見表

2025 年 6月 1日以降は、食品および食品添加物が直接管・継手に接する仕様用途
（食品衛生法対象）については、ポジティブリストに適合した部材のみが使用可能
となります。
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